
規 則

�愛媛県規則第３号
愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部を改正する規則

愛媛県立子ども療育センター使用規則（平成１９年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則
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改 正 後 改 正 前

別表第２（第５４条関係） 別表第２（第５４条関係）

名 称 区 分 単位 金 額 備考 名 称 区 分 単位 金 額 備考

診断書

料

省略 診断書

料

省略

死亡診断書 １部 ３，５６０円 死亡診断書 １部 ３，４５０円

省略 省略

文書料 普通証明書 １部 ２，０５０円 省略 文書料 普通証明書 １部 １，９４０円 省略
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告 示

�愛媛県告示第２４２号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、愛媛県視聴覚福祉センターの点字印刷物売払代金の収納事

務を次のとおり委託した。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

松山市道後町二丁目１２番１１号

２ 委託期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第２４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、東温市田窪、牛渕、南野田及び北野田地域に係る県営土地改

良事業計画を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７

条第５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写し

を縦覧に供する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・南吉井地区）

変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２９年３月１５日から４月１２日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁

�������
�愛媛県告示第２４４号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２４５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

松山市長師１７

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び松山

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４６号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２９年２月２１日愛媛県告示

第１６０号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を今治市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

附 則

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県立子ども療育センター使用規則別表第２の規定は、この規則の施行の日以後の診断書及び文書の交付の申請に係る手数

料について適用し、同日前の診断書及び文書の交付の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

診療費納付証明書 １部 １，５１０円 診療費納付証明書 １部 １，４００円

省略 省略

省略 省略

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成３５
年４月
１９日

愛媛県
第１２４９
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

ダイヤ
粉状苦
土炭酸
石灰

アルカ
リ分
５３．０
く溶性
苦土
１０．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

株式会社研農
高知県高知市百
石町二丁目２５番
２０号

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

今治市朝倉上甲１７４
大阪府枚方市池之宮二丁目１８
番２０号
橋 本 � 夫

森林所有者

愛 媛 県 報平成２９年３月１４日 第２８５６号
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変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４７号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２９年２月２１日愛媛県告示

第１６１号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその

要旨を告示する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４８号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２９年２月２１日愛媛県告示

第１６２号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその

要旨を告示する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４９号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２９年２月２１日愛媛県告示

第１６１号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその

要旨を告示する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度

変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５０号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２９年２月１０日愛媛県告示

第１２０号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町山財２１８、
７３９、７４０

北宇和郡津島町大字山財８３０
番地
河 野 喜美江

森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町岩渕戊１７
の１、戊１７の２、戊２１の
２、戊２２

北宇和郡津島町大字岩渕甲１５
５０番地
上 田 茂 樹

森林所有者

宇和島市津島町岩渕戊５３
北宇和郡津島町大字岩渕丙７７
番地
廣 瀬 繁 藏

〃

〃
北宇和郡津島町大字岩渕イ１０
２番戸
廣 瀬 良 造

〃

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町坪井字上
シデノ谷４３３

下灘村
寺岡松太郎、坂本�吾、松田
良吉、岡部豊松、小浜傳六、
山下役松、川口喜十郎、木下
多吉、佐々木常次郎、小川�
太郎、川名完吉、山下常次郎、
佐々木長太郎、岡田熊吉、岡
部吉藏、大下辰三郎、川名金
太郎、木村儀作、寺坂惣八、
寺坂古三郎、清家清造、曽根
庄吉、山下茂三郎、小浜五郎
吉、末広吉太郎、坂本円治郎、
吉村喜八、吉村�太郎、宮本
常治、吉村兼松、兵頭完次郎、
寺坂留八、石崎五平、樋口甚
内、佐藤長八、樋口鹿太郎、
寺岡萬太郎、松田宇三郎、青
山幸吉、寺坂大三郎、伊勢田
初治、石橋林三郎、亀井弥三
郎、青山梅太郎、石橋政吉、
中川杢太郎、吉本庄吉、山本
仙太郎、木田伴治、木村徳太
郎、木村儀平、中野平藏、酒
井百太郎、寺岡喜三郎、石橋
梅治、松田龍太郎、吉本和一、
松田弥三郎、井上岡六、森嘉
藏、吉良八太郎、木村長八、
吉本儀作、森熊太郎、佐藤弥
三郎、中田梅吉、森力松、木
村儀八

森林所有者

宇和島市津島町高田己２２
の２、己２２の５、己２３の
１、己２３の８

宇和島市津島町岩松甲２２２３番
地
山 口 民 雄

〃
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要旨を告示する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５１号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２９年２月１０日愛媛県告示

第１２０号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその

要旨を告示する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第２５２号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局管内）

川之江加入区 三島加入区 寒川加入区

大島加入区 多喜浜加入区 新居浜加入区

西条加入区 河原津加入区

（東予地方局産業経済部今治支局管内）

桜井加入区 大浜加入区 来島加入区

渦浦加入区 津倉加入区 伯方加入区

魚島加入区 弓削加入区 岩城生名加入区

関前加入区 波方加入区 小部加入区

大西加入区 菊間加入区

（中予地方局管内）

浅海加入区 北条加入区 安居島加入区

野忽那加入区 睦月加入区 興居島加入区

堀江加入区 三津加入区 和気加入区

今出加入区 和気・加入区太山寺 松前加入区

上灘加入区 下灘加入区

（南予地方局管内）

明浜加入区 吉田加入区 奥南加入区

北灘加入区 下波加入区 遊子加入区

蒋淵加入区 戸島第一加入区 戸島第二加入区

日振島加入区 宇和島第一加入区 宇和島第二加入区

宇和島第三加入区 三浦加入区

（南予地方局愛南水産課管内）

内海加入区 南内海加入区 深浦加入区

東海加入区 西海加入区 福浦加入区

�良加入区

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町山財９５
宇和島市新町一丁目５番２２号

松 本 尚
森林所有者

宇和島市津島町山財１８３５
大阪市港区波除五丁目２番４
号
伊 原 喜�男

〃

宇和島市津島町山財３１４８、
３１４９、３１６６

北宇和郡津島町大字山財上組
１６９７番地
酒 井 栄 吉

〃

宇和島市津島町山財４５６８
から４５７０まで

兵庫県尼崎市富松町四丁目３５
番３号
藤 堂 範 夫

〃

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町岩松甲１２
３８の３

北宇和郡津島町岩松甲１２８４番
地
清 家 吉 規

森林所有者

愛 媛 県 報平成２９年３月１４日 第２８５６号

１４７



（南予地方局産業経済部八幡浜支局管内）

磯津加入区 川之石加入区 足成加入区

三瓶湾加入区 三崎加入区

�������
�愛媛県告示第２５３号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成２５年３月愛媛県告示第２４９号）による保険

に付すべき義務は、平成２９年３月１３日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局管内）

川之江加入区 三島加入区 寒川加入区

大島加入区 多喜浜加入区 新居浜加入区

西条加入区 河原津加入区

（東予地方局産業経済部今治支局管内）

桜井加入区 大浜加入区 来島加入区

渦浦加入区 津倉加入区 伯方加入区

魚島加入区 弓削加入区 岩城生名加入区

関前加入区 波方加入区 小部加入区

大西加入区 菊間加入区

（中予地方局管内）

浅海加入区 北条加入区 安居島加入区

野忽那加入区 睦月加入区 興居島加入区

堀江加入区 三津加入区 和気加入区

今出加入区 和気・加入区太山寺 松前加入区

上灘加入区 下灘加入区

（南予地方局管内）

明浜加入区 吉田加入区 奥南加入区

北灘加入区 下波加入区 遊子加入区

蒋淵加入区 戸島第一加入区 戸島第二加入区

日振島加入区 宇和島第一加入区 宇和島第二加入区

宇和島第三加入区 三浦加入区

（南予地方局愛南水産課管内）

内海加入区 南内海加入区 深浦加入区

東海加入区 西海加入区 福浦加入区

�良加入区

（南予地方局産業経済部八幡浜支局管内）

磯津加入区 川之石加入区 足成加入区

三瓶湾加入区 三崎加入区

�������
�愛媛県告示第２５４号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所並びに

市役所及び町役場において縦覧に供する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

岩川Ｂ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１５号までを順次

結んだ線及び標柱１５号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

谷

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１２号までを順次

結んだ線、標柱１２号と標柱１３号を県道双岩停車場和泉線北側官民境

界線で結んだ線、標柱１３号から標柱１７号までを順次結んだ線及び標

柱１７号と標柱１号を県道双岩停車場和泉線北側官民境界線で結んだ

線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

上浮穴郡�万高原町 上畑野川 甲８１２番 １号

甲１０１５番１ ２号、３号

甲８１０番 ４号

甲１０１７番１ ５号、６号

甲１０１７番３ ７号

甲７３３番 ８号、９号

甲７３６番 １０号

甲７３８番 １１号

甲７３９番 １２号

甲７４６番１ １３号

甲７４９番１ １４号

甲８０３番 １５号

市 町 地 番 標 柱

八幡浜市 谷 ５番耕地３５２番１ １号、２号

１０番耕地２５３番地先 ３号

１０番耕地２５５番２地先 ４号

愛 媛 県 報平成２９年３月１４日 第２８５６号

１４８
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�愛媛県告示第２５５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都市計画

公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規定により、次

のとおり公聴会を開催する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 日時 平成２９年３月３０日（木）１４時から

２ 場所 愛媛県水産会館６階大会議室

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

松山広域都市計画道路の変更案について

� 案件の概要

松山広域都市計画道路中１・４・１自動車専用松山外環状線

及び３・２・３来住余戸線を変更する。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市計画区

域内市町に在住の人並びに利害関係者に限る）は、意見の要旨

及びその理由並びに住所氏名を記載した書面を知事に提出する

こと。

� 申出の期限

平成２９年３月２４日（金）まで

なお、申出の期限までに公述の申出がない場合は、公聴会の

開催を中止する。

� 問合せ先

〒７９０－８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４－２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課都市計画グループ

（電話０８９－９１２－２７３８）

�������
�愛媛県告示第２５６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、西条都市計画特定用途制限

地域の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の

縦覧に供する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２５７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、西条都市計画公園の変更に

係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２５８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、今治広域都市計画墓園事業（今治市施行）の事業計画の変更を

次のように認可した。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成６年１２月９日から

平成３９年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし
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�愛媛県告示第２５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、新居浜都市計画道路事業３・４・１１号上部東西線及び３・４・

４号西町中村線（新居浜市施行）の事業計画の変更を次のように認

可した。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成２２年３月２３日から

平成３１年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

平成２２年愛媛県告示第３４８号の事業地のうち上原三丁目及び

萩生地内において事業地を変更する。

� 使用の部分

なし

�愛媛県告示第２６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

５番耕地３７９番 ５号、６号

５番耕地３８１番 ７号

５番耕地４３４番１ ８号

５番耕地４３１番２ ９号

１０番耕地２６８番１ １０号、１１号

５番耕地３０４番 １２号

５番耕地４０７番１ １３号

５番耕地４０２番 １４号

５番耕地３９６番１ １５号

５番耕地３９８番 １６号

５番耕地３６２番１ １７号

愛 媛 県 報平成２９年３月１４日 第２８５６号

１４９
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�愛媛県告示第２６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市明浜町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２９年３月１４日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

就 任

退 任

�愛媛県告示第２６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条�万線

上浮穴郡�万高原町七鳥２５６１番地先から

同字２５５０番地先まで
旧 ６．５～１０．２ ０．１０２

上浮穴郡�万高原町七鳥２５６１番から

同字２５５０番まで
新 ８．３～１３．１ ０．１０２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 酒 井 宇之吉 西予市明浜町俵津３番耕地６２番地

〃 上 甲 榮 洋 西予市明浜町俵津３番耕地３８番地

〃 篠 川 � 詩 西予市明浜町俵津２番耕地８５８番地第
８

〃 三 浦 要 作 西予市明浜町俵津２番耕地５５２番地

〃 宇都宮 凡 平 西予市明浜町俵津５番耕地６３番地第１

〃 稲 葉 一 也 西予市明浜町狩浜２番耕地１９６０番地

〃 宇都宮 俊 文 西予市明浜町狩浜１番耕地２０８番地

〃 大 河 又 夫 西予市明浜町狩浜２番耕地２０９番地

〃 大 津 敬 雄 西予市明浜町狩浜３番耕地２２７番地１

〃 川 上 吉 嗣 西予市明浜町高山甲１３８０番地

〃 川 上 竹 友 西予市明浜町高山甲１５２６番地

〃 中 田 信 茂 西予市明浜町高山甲１４３１番地

〃 遠 藤 昭 作 西予市明浜町宮野浦甲１０８４番地

〃 土 居 賢 一 西予市明浜町宮野浦甲１０３９番地

〃 上 田 甚 正 西予市明浜町田之浜甲８４９番地

〃 二 宮 金 治 西予市明浜町田之浜甲７６８番地第１

〃 道 山 升 文 西予市明浜町高山甲３２７１番地第２

監 事 坂 本 甚 松 西予市明浜町俵津１番耕地４４８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 上 甲 榮 洋 西予市明浜町俵津３番耕地３８番地

〃 酒 井 宇之吉 西予市明浜町俵津３番耕地６２番地

〃 篠 川 � 詩 西予市明浜町俵津２番耕地８５８番地第
８

〃 三 浦 要 作 西予市明浜町俵津２番耕地５５２番地

〃 宇都宮 凡 平 西予市明浜町俵津５番耕地６３番地第１

〃 稲 葉 一 也 西予市明浜町狩浜２番耕地１９６０番地

〃 川 越 文 憲 西予市明浜町狩浜３番耕地１３８９番地

〃 大 河 又 夫 西予市明浜町狩浜２番耕地２０９番地

〃 宇都宮 亮 尚 西予市明浜町狩浜３番耕地１３９２番地

〃 川 上 吉 嗣 西予市明浜町高山甲１３８０番地

〃 川 上 竹 友 西予市明浜町高山甲１５２６番地

〃 中 田 信 茂 西予市明浜町高山甲１４３１番地

〃 遠 藤 昭 作 西予市明浜町宮野浦甲１０８４番地

〃 山 村 庄 三 西予市明浜町宮野浦甲１０４９番地

〃 上 田 甚 正 西予市明浜町田之浜甲８４９番地

〃 二 宮 金 治 西予市明浜町田之浜甲７６８番地第１

〃 宇都宮 松 夫 西予市明浜町高山甲１４４８番地

監 事 坂 本 甚 松 西予市明浜町俵津１番耕地４４８番地

〃 大 早 稔 西予市明浜町渡江１３３番地

〃 土 居 賢 一 西予市明浜町宮野浦甲１０３９番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治丹原線
今治市朝倉下甲２８１番５から

同市朝倉下甲２８２番１１まで
平成２９年３月１４日

〃 川 越 文 憲 西予市明浜町狩浜３番耕地１３８９番地

〃 土 居 與 次 西予市明浜町田之浜甲８３４番地
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�愛媛県告示第２６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西谷吉田線
宇和島市吉田町立間字木ノ下１番耕地１８８６番２から

同字３番耕地７８３番２まで

旧 ３．２～７．３ ０．３５１

新 ７．１～２６．６ ０．３５１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡愛南町中浦７６１番７から

同町中浦７５６番２まで

旧 ７．２～１３．５ ０．１３９

新 ７．２～１３．５ ０．１３９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡愛南町中浦７６１番７から

同町中浦７５６番２まで
平成２９年３月１４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 �良城辺線
南宇和郡愛南町御荘平城３２１１番４から

同町御荘平城３２６９番３まで

旧 ６．２～１０．２ ０．０４５

新 ８．６～１０．２ ０．０４５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 �良城辺線
南宇和郡愛南町御荘平城３２１１番４から

同町御荘平城３２６９番３まで
平成２９年３月１４日
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�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２９年３月３日あったので公表する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２９年度賃金引き上げその他に関する事項

２ 日時 平成２９年３月２７日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

一般財団法人 創精会 松山市美沢１－１０－３８

医療法人 敬愛会�米病院 松山市南�米７２３

特定医療法人 清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

一般財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

医療法人 北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

一般財団法人 新居浜精神衛生研究
所財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

�������
�公 告

二級建築士試験及び木造建築士試験の施行について

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１３条の規定により、平成２９

年二級建築士試験及び木造建築士試験を次のとおり施行する。

なお、試験の実施に関する事務は、公益財団法人建築技術教育普

及センターに行わせる。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の施行日時

� 二級建築士試験

ア 学科の試験

平成２９年７月２日（日）午前１０時から午後５時１０分まで

イ 建築設計製図の試験

平成２９年９月１０日（日）午前１１時から午後４時まで

� 木造建築士試験

ア 学科の試験

平成２９年７月２３日（日）午前１０時から午後５時１０分まで

イ 建築設計製図の試験

平成２９年１０月８日（日）午前１１時から午後４時まで

２ 試験の場所

� 二級建築士試験

ア 学科の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

イ 建築設計製図の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

� 木造建築士試験

ア 学科の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

イ 建築設計製図の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

３ 受験申込手続

� 郵送による受験申込み

ア 郵送による受験申込みについては、次のいずれかに該当す

�愛媛県告示第２６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野佐来八幡浜線
大洲市北裏３１３番１地先から

同市北裏３０２番１地先まで

旧 ３．９～４．９ ０．０１１

新 ２３．２～２５．２ ０．０１１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
大洲市肱川町山鳥坂２５８番３から

同町山鳥坂２４７番８まで
平成２９年３月１４日

愛 媛 県 報平成２９年３月１４日 第２８５６号
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る者に限り行うことができる。

� 過去に二級建築士試験又は木造建築士試験を受験した者

であって、受験申込書に平成２８年以前の二級建築士試験又

は木造建築士試験の受験票又は合否の通知書を添えている

もの

� 受験申込書にやむを得ない理由により直接提出すること

ができないことを証する書面を添えている者

イ 受験申込書は、平成２９年４月３日（月）から１７日（月）ま

での間に、ウ�に掲げる提出先に簡易書留郵便で送付するこ
と。ただし、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

ウ 受験申込書の請求先及び提出先

� 請求先

①公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ

からインターネットにより請求

②公益財団法人建築技術教育普及センター受験申込書配布

係に、氏名、送付先住所、電話番号、試験種別・区分を

明記のうえ、ＦＡＸで請求

� 提出先

公益財団法人建築技術教育普及センター本部

（〒１０２－００９４東京都千代田区紀尾井町３番６号

紀尾井町パークビル）

� インターネットによる受験申込み

インターネットによる受験申込みについては、平成１６年以降

に二級建築士試験又は木造建築士試験の受験申込みをした者の

うち、それぞれこれらの試験の申込みに必要な個人情報の使用

について、あらかじめ承諾をしている者に限り行うことができ

る。

平成２９年４月１０日（月）午前１０時から１７日（月）午後４時ま

での間に、公益財団法人建築技術教育普及センターのホームペ

ージ（http://www.jaeic.or.jp/）において、必要な事項を入力

して申し込むこと。

� 受付場所における受験申込み

ア 受験申込書は、平成２９年４月２０日（木）から２４日（月）ま

での午前１０時から午後５時までの間に、イ�に掲げる提出先
に直接提出すること。

イ 受験申込書の請求先及び提出先

� 請求先

公益社団法人愛媛県建築士会（松山市二番町４丁目１番

地５愛媛県建築士会館内）

� 提出先

公益社団法人愛媛県建築士会（松山市二番町４丁目１番

地５愛媛県建築士会館内）

４ 建築設計製図の課題

平成２９年６月７日（水）（予定）から公益財団法人建築技術教

育普及センター中国四国支部（広島県広島市中区大手町二丁目１１

番１５号）及び公益社団法人愛媛県建築士会（松山市二番町４丁目

１番地５）に掲示するとともに、学科の試験の試験場に掲示する。

５ 学科の試験の合格通知

� 二級建築士試験

平成２９年８月２２日（火）（予定）付けで通知する。

� 木造建築士試験

平成２９年９月５日（火）（予定）付けで通知する。

６ 合格発表

平成２９年１２月７日（木）（予定）付けの愛媛県報で公告する。

平成２９年３月１４日 発行
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